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各種福祉制度の取扱いについて提出する。 
 

 

平成１６年 ７月２２日 提出 
 

 

菊池北部四市町村合併協議会会長 松 岡 一 俊 

 

各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い 

 

１．老人保健福祉計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 ただし、介護保険事業計画と一体的に調整し、見直し時期に新たに策定する。 

 

２．高齢者の生活支援事業、介護予防・生きがい活動支援事業、家族介護支援事業、

 在宅支援事業、その他の介護予防・生活支援事業については、新市においても実

施する。 

 

３．養護老人ホーム及び老人ホーム入所措置事務については、現行のまま新市に引

き継ぐ。 

 

 

 

 

 

  平成１６年 ９月 ２日 確認 



目的

地域の高齢者を対象とする保健・医療・福祉サービスの全般にわたる供給体制の確保に関する計画。

○計画期間

平成１５年度～平成１９年度 同左 同左 同左

○計画の内容

・基本的な政策目標と重点課題 【平成１７年度調整】

・サービス供給体制の現状及び利用状況 ↓
と評価・課題 【平成１８年度施行】

・介護予防・生活支援の為のサービス

・健康づくりと介護予防対策の推進

・痴呆高齢者に対する対策の推進

・高齢者の積極的な社会参加の促進

・高齢者を地域で支えるためのシステム

菊池北部四市町村合併協議会

菊池市

現 況

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

協 議 項 目

七城町

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

調 整 の 内 容

１．老人保健福祉計画については、現行のまま新市に引き継ぐ。
　　ただし、介護保険事業計画と一体的に調整し、見直し時期に新たに策定する。

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

泗水町
調整の具体的内容

老人保健福祉計画

・老人保健福祉計画につ
いては、現行のまま新市
に引き継ぐ。ただし、介
護保険事業計画と一体的
に調整し、見直し時期に
新たに策定する。

関 係 項 目

旭志村

　老人保健福祉計画



内容

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態の進行を防止する。

○対象者 ○対象者 ○対象者

　　おおむね６５歳以上の高齢者で、ひとり 　　おおむね６５歳以上の高齢者で、ひとり 該当なし 　おおむね６５歳以上の高齢者で、ひとり

暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに 暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに 暮らし世帯、高齢者のみの世帯及びこれに

準ずる者。 準ずる者。 準ずる者。

○委託先 ○委託先 ○委託先

菊池市社会福祉協議会 七城町社会福祉協議会 ①泗水町社会福祉協議会

○利用者負担 ○利用者負担 ②ＪＡ泗水中央支所　助け合いの会

外出、散歩等　１時間２００円 大工、左官、剪定等　　　１時間８０円 ○利用者負担

掃除等　　　　１時間２００円 除草、掃除、樹木消毒等　１時間６０円 外出、散歩等　１時間１２０円

食事の支度等　１時間２００円　　 通院介助、食事支度等　　１時間５０円 掃除等　　　　１時間１２０円

○登録者数　４６人 ○登録者数　０人 食事の支度等　１時間１２０円　　

（延べ５３９人） ○登録者数　３２人

○委託料（Ｈ１４年度） （延べ２７８人）

８，５５１，０００円 ○委託料（Ｈ１４年度）

２，８６１，５９０円

内容

高齢者居宅等の改良を希望する者に対して、住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、介護保険制度の利用（住宅改修費）に関する助言を行う。

○委託料　２，０００円／件 ○委託料　２，０００円／件 ○委託料　２，０００円／件 ○委託料　２，０００円／件

○委託先　居宅介護支援センター等 ○委託先　居宅介護支援センター等 ○委託先　居宅介護支援センター等 ○委託先　居宅介護支援センター等

○委託料（Ｈ１４年度） ○委託料（Ｈ１４年度） ○委託料（Ｈ１４年度） ○委託料（Ｈ１４年度）

１１８件　２３６，０００円 　１６件　３２，０００円　 　　０件　 ３０件　６０，０００円

２．高齢者の生活支援事業、介護予防・生きがい活動支援事業、家族介護支援事業、在宅介護支援事業その他の介護予防・生活支援事業については、新市においても実施する。

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

市 町 村 名

協 議 項 目

調 整 の 内 容

泗水町

関 係 項 目

現 況

菊池北部四市町村合併協議会

旭志村

　高齢者等の生活支援事業　　　　　

七城町菊池市
調整の具体的内容

・現行のまま新市に
引き継ぐ。

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

・菊池市、泗水町の
例により平成１７年
度から実施する。
　ただし、利用者負
担については、泗水
町の例による。

軽度生活援助事業

住宅改修支援事業
（理由書作成）



内容

高齢者が、要介護状態になることなく健康で生き生きとした老後生活を送れるよう、栄養指導や運動機能訓練等の教室を開催する。

（栄養指導、基礎体力測定、運動機能訓練等の実施）

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上の高齢者 おおむね６５歳以上の高齢者 おおむね６５歳以上の高齢者 おおむね６５歳以上の高齢者

○委託先 ○委託先 ○委託先 ○実施

菊池市在宅介護支援センター ①七城町社会福祉協議会 旭志村在宅介護支援センター 町

②七城町在宅介護支援センター

○開催頻度 ６回／年 ○開催頻度 各１２回／年 ○開催頻度１６回／年 ○開催頻度　５回／年

○参加者 ○参加者 ○参加者 ○参加者

１２７人（延べ） ①　２１６人（延べ） １９２人（延べ） １００人（延べ）

○利用者負担　　無料 ②　１５４人（延べ） ○利用者負担　　無料 ○利用者負担　　無料

○委託料（Ｈ１５年度） ○利用者負担　　無料 ○委託料（Ｈ１５年度）

１８０，０００円 ○委託料（Ｈ１５年度） １９０，０００円

　①３６０，０００円

　②３６０，０００円

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

七城町

転倒骨折予防事業

菊池市

現 況

協 議 項 目

調 整 の 内 容

泗水町

・菊池市、七城町、旭
志村の例により平成１
７年度から実施する。

旭志村
調整の具体的内容

関 係 項 目

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い 　介護予防・生きがい活動支援事業



内容

高齢者が要介護状態になることなく元気で暮らせるよう、高齢者とその家族を対象に教室を開催する。

○対象者

高齢者とその家族 該当なし 該当なし 該当なし

○実施主体

菊池市在宅介護支援センター

○開催頻度 ３回／年（３校区）

○参加者 ９２人（延べ）

○利用者負担　　無料

○委託料（Ｈ１４年度）

９０，０００円

内容

高齢者及びその家族を対象に、健康で生きがいのある日常生活が送れるよう、高齢者の食の改善を支援する。

○対象者

該当なし 該当なし 高齢者及びその家族 該当なし

○委託先

旭志村食生活改善協議会

○開催頻度

講習会等　１９回

○利用者負担　１千円／年

○委託料　１８０，０００円

菊池市

現 況

泗水町

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

　介護予防・生きがい活動支援事業関 係 項 目

菊池北部四市町村合併協議会

・菊池市の例によ
り平成１７年度か
ら実施する。

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

協 議 項 目

調 整 の 内 容

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

調整の具体的内容

・旭志村の例によ
り平成１７年度か
ら実施する。

七城町 旭志村市 町 村 名

アクティビティ・
痴呆介護教室

高齢者食生活改善
事業



内容

家に閉じこもりがちなひとり暮らしの高齢者等に対し、要介護状態にならないよう通所により、入浴、給食、生活指導、日常生活動作訓練、健康チェック、

送迎等のサービスを提供する。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６０歳以上の高齢者のひとり暮らし 介護認定審査会において自立と認定された おおむね６５歳以上の家に閉じこもりがち おおむね６５歳以上の一人暮らし高齢者及

又は高齢者等の世帯及び市長が特に認める者 おおむね６５歳以上の高齢者ひとり暮らし な要介護状態になるおそれのある高齢者 び身体が虚弱等日常生活を営むのに支障が

○委託先 又は高齢者等の世帯、身体障害者等 ある者

菊池市社会福祉協議会 ○委託先 ○委託先 ○委託先

①七城町社会福祉協議会 旭志村社会福祉協議会 ①泗水町社会福祉協議会

②特別養護老人ホーム　清泉 ②特別養護老人ホーム　泗水苑

○委託料 ２２，１０４千円 ○委託料　　①５７９千円　　②２３７千円 ○委託料 １５，０９７千円 ○委託料　８，５６２千円

○登録者数　１７６人（延べ４，８０１人） ○登録者数 ①　１０人（延べ１９３人） ○登録者数　　７９人（延べ３，２８２人） ○登録者数　７２人（延べ３，２３５人）

○利用日 週１回（月曜日～金曜日） ②　　３人（延べ７９人） ○利用日 週１回（月曜日～金曜日） ○利用日　　週１回（月曜日～金曜日）

○利用者負担　　６００円（昼食代含む） ○利用日 週１回（月曜日～金曜日） ○利用者負担　　６００円（昼食代含む） ○利用者負担　７００円（昼食代含む）

○利用者負担　　８５０円（昼食代含む）

内容

日常生活に関する支援・指導（基本的生活習慣を修得させるための支援・指導）、家事に対する支援・指導、対人関係の構築のための支援・指導（近隣住民との関係修復等）、

関係機関等との連絡調整等を行う。

○対象者 ○対象者

該当なし 要介護認定の自立として判定された、おおむ おおむね６５歳以上の者であって、要介護認 該当なし

ね６５歳以上のひとり暮らし、高齢者のみの 定の自立者で身体が虚弱等のために日常生活

世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者等 を営のに支障があるもの又はひとり暮らしの

及び障害者等 高齢者

○委託先 ○委託先

七城町社会福祉協議会 旭志村社会福祉協議会

○委託料 ２９３，６２５円 ○委託料 ２０８，９３０円

○登録者数　　６名（延べ１５９名） ○登録者　　３名（延べ６９名）

○利用者負担 ○利用者負担

・３０分以上１時間未満 １５０円 ・３０分以上１時間未満 ２００円

・１時間以上１時間３０分未満 ２２５円 ・１時間以上１時間３０分未満 ２９０円

・１時間３０分以上２時間未満 ３００円 ・１時間３０分以上２時間未満 ３７０円

生活管理指導員派
遣事業

菊池北部四市町村合併協議会

泗水町

関 係 項 目

旭志村
調整の具体的内容

　介護予防・生きがい活動支援通所事業

現 況

菊池市 七城町

協 議 項 目

生きがい活動支援
通所事業

・菊池市の例によ
り平成１７年度か
ら実施する。ただ
し、利用者負担に
ついては、菊池
市、旭志村の例に
より統一する。

・七城町の例によ
り平成１７年度か
ら実施する。

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

調 整 の 内 容

市 町 村 名

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容



内容

基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の

空きベッドを活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図る。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上で、要介護認定を受け おおむね６５歳以上で、要介護認定を受け おおむね６５歳以上で、要介護認定を受け おおむね６５歳以上で、要介護認定を受け

ていないひとり暮らしの世帯等の高齢者 ていないひとり暮らしの世帯等の高齢者 ていないひとり暮らしの世帯等の高齢者 ていないひとり暮らしの世帯等の高齢者

○施設 ○施設 ○施設 ○施設

菊池市養護老人ホーム「ふじのわ荘」 特別養護老人ホーム「清泉」 菊池市養護老人ホーム「ふじのわ荘」 泗水町養護老人ホーム「こすもす荘」

○利用期間 ７日以内 ○委託期間 ７日以内 ○委託期間 ７日以内 ○委託期間 ７日以内

○実利用者数　４人（延べ５９人） ○実利用者数　０人 ○実利用者数　１人（延べ２人） ○実利用者数　５人（延べ９人）

○利用者負担　一般世帯　１，７３０円／日 ○利用者負担　３８０円／日 ○利用者負担　一般世帯　１，７３０円／日 ○利用者負担　３８０円／日

　生活保護世帯　　　 ０円／日 　生活保護世帯　　　 ０円／日

○委託料（Ｈ１４年度）

３７，４４０円

内容

日常の食事づくりが困難な在宅高齢者に対し、栄養バランスのとれた食事を提供し、配食時に安否確認を行い、高齢者の在宅生活を支援する。

○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上のひとり暮らしの世帯 おおむね６５歳以上のひとり暮らしの世帯 該当なし おおむね６５歳以上のひとり暮らしの世帯

等の高齢者 等の高齢者 等の高齢者

○委託先 ○委託先 ○委託先 ①泗水町社会福祉協議会

菊池市社会福祉協議会 七城町社会福祉協議会 ②特別養護老人ホーム　泗水苑

○利用日 週２回（月曜～金曜．昼食のみ） ○利用日 週１回（水曜．昼食のみ） ○利用日 週２回（月曜～金曜．昼食のみ）

○登録者数　１０７人（配食数１５，８２２）○登録者数　１４人（配食数　５４４） ○登録者数　　３０人（配食数２，２５２）

○利用者負担　２５０円（原材料代のみ） ○利用者負担　２００円（原材料代のみ） ○利用者負担　４００円（原材料代のみ）

○委託料（Ｈ１４年度） ○委託料（Ｈ１４年度） ○委託料（Ｈ１４年度）

８，０７０，０００円 ２７２，０００円 ６７５，６００円

・菊池市、七城町、泗
水町の例、利用者負担
については、七城町の
例により平成１７年度
から実施する。また、
利用日については、合
併までに調整する。

調 整 の 内 容

菊池市

現 況

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

市 町 村 名 旭志村
調整の具体的内容

　介護予防・生きがい活動支援事業

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

七城町

生活管理指導短期
宿泊事業

食の自立支援事業
（配食サービス）

・現行のまま新市に引
き継ぐ。ただし、利用
者負担については、七
城町、泗水町の例によ
り平成１７年度から統
一する。

協 議 項 目　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

菊池北部四市町村合併協議会

泗水町

関 係 項 目



内容

利用者者に対し、介護方法や介護に関する効果的な記録方法、介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得させる為の教室。

○対象者 ○対象者 ○対象者

在宅で，高齢者を現に介護している家族等 該当なし 在宅で，高齢者を現に介護している家族等 在宅で，高齢者を現に介護している家族等

○委託先 ○実施 ○委託先

菊池市在宅介護支援センター 村 泗水町在宅介護支援センター

○開催頻度　４回／年 ○開催頻度　８回／年 ○開催頻度　８回／年

○参加者数　１０６人 ○参加者数　５０人 ○参加者数　２０人

○利用者負担　無料 ○利用者負担　無料 ○利用者負担　無料

○委託料（Ｈ１５年度）１２０，０００円 ○事業費（Ｈ１５年度）５６，０００円 ○Ｈ１６年度から実施

内容

介護用品（紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーなど）を支給する。

○対象者 ○対象者

該当なし ・要介護４又は５と判定された在宅高齢者を 該当なし ・要介護４又は５と判定された市町村民税非

介護している家族及び身体障害者手帳１種 課税世帯の在宅高齢者を介護している家族

１級の所持者並びに療育手帳Ａ１所有者を ・その他町長が必要と認めた者

介護している家族 ○支給額

○支給額 限度額：月１人当たり５，０００円

限度額：月１人当たり５，０００円 ○実績（平成１４年度）

○実績（平成１４年度） ・支給者数　３人

・支給者数　１０人

内容

常時介護を必要とする寝たきり老人等を在宅介護している家族に対して、経済的負担を軽減し、在宅福祉の向上を図る。

○対象者 ○対象者 ○対象者

・要介護４・５の者又はそれと同等の者を過去 ・要介護４・５と判定された市町村民税非課税 旭志村社会福祉協議会で実施 次のいずれかで、６カ月以上在宅介護して

１年間在宅で介護している家族等 世帯の在宅高齢者であって、過去１年間介護 いる家族等

○慰労金（年額） 保険サービス（年間１週間程度のショートス ・おおむね６５歳以上のもので寝たきりの状態

１人１２０，０００円 テイの利用を除く）を受けなかった者を現に 　にある者

介護している家族等 ・おおむね６５歳以上のもので痴呆の状態にあ

・身体障害者手帳１種１級所持者 　り、かつ、常時介護を必要とする医師が認め

・療育手帳Ａ１所持者 　た者

○慰労金（年額） ・身体障害者手帳１種１級所持者で寝たきりの

１人１２０，０００円 状態にある者

・療育手帳Ａ１所持者

○慰労金（年額）

１人１２０，０００円

旭志村

協 議 項 目

七城町

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

泗水町

・国の基準に基づき、平
成１７年度から実施す
る。
ただし、慰労金について
は、年額１２０，０００
円とする。

調整の具体的内容
現 況

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容
菊池北部四市町村合併協議会

　家族介護支援事業関 係 項 目

菊池市

調 整 の 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

・菊池市、泗水町の例に
より平成１７年度から実
施する。

家族介護教室

・七城町の例により平
成１７年度から実施す
る。

介護用品の支給

家族介護慰労事業



内容

○名称 ○名称 ○名称 ○名称

菊池市在宅介護支援センター 七城町在宅介護支援センター 旭志村在宅介護支援センター 泗水町在宅介護支援センター

清泉 あさひが丘荘 孔子の里

（地域型） （地域型） （地域型） （地域型）

○事業内容 ○事業内容 ○事業内容 ○事業内容

・在宅介護に関する総合相談 同左 同左 同左

・要援護高齢者等の実態把握・台帳の整備

・介護保険給付対象外者に対する支援

・各種保健福祉サービスの申請代行

・介護予防教室、転倒骨折予防教室の開催

・各種保健福祉サービスの情報提供・啓発

○委託料（Ｈ１５年度） ○委託料（Ｈ１５年度） ○委託料（Ｈ１５年度） ○委託料（Ｈ１５年度）

・運営費　２，７９０，０００円 ・運営費　２，７９０，０００円 ・運営費　２，７９０，０００円 ・運営費　２，７９０，０００円

関 係 項 目

旭志村

　在宅支援事業

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

泗水町
調整の具体的内容

在宅介護支援
センター

・現行のまま新市に引
き継ぐ。　　高齢化の進展にて対応して、在宅高齢者等を介護する家族からの相談に応じたり、寝たきり高齢者等への介護技術の訪問指導を行ったり、

　在宅福祉サービスの供給調整を行う。

協 議 項 目

七城町

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

調 整 の 内 容

菊池北部四市町村合併協議会

菊池市

現 況

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

市 町 村 名



内容

地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニーズ等の評価を行う。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢

者世帯 者世帯 者世帯 者世帯

○委託先 ○委託先 ○委託先 ○委託先

菊池市在宅介護支援センター 七城町在宅介護支援センター 旭志村在宅介護支援センター 泗水町在宅介護支援センター

○委託料　２，７００円／件 ○委託料　２，７００円／件 ○委託料　２，７００円／件 ○委託料　２，７００円／件

○実績　　１，２００件 ○実績　　６２件 ○実績　　６５０件 ○実績　２９０件

内容

要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な予防サービス等を利用できる要に支援する。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢 おおむね６５歳以上のひとり暮らし及び高齢

者世帯 者世帯 者世帯 者世帯

○委託先 ○委託先 ○委託先 ○委託先

菊池市在宅介護支援センター 七城町在宅介護支援センター 旭志村在宅介護支援センター 泗水町在宅介護支援センター

○委託料　２，０００円／件 ○委託料　２，０００円／件 ○委託料　２，０００円／件 ○委託料　２，０００円／件

○実績　　４８０件 ○実績　　０件 ○実績　　２０件 ○実績　　０件

・現行のまま新市に引
き継ぐ。

・現行のまま新市に引
き継ぐ。

介護予防プラン作
成事業

菊池市

調 整 の 内 容

市 町 村 名 泗水町

　在宅介護支援事業

旭志村
調整の具体的内容

現 況

菊池北部四市町村合併協議会

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

関 係 項 目

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

協 議 項 目

七城町

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

高齢者実態把握
事業



内容

ひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図る。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人及

び高齢者世帯等 び高齢者世帯等 び高齢者世帯等 び高齢者世帯等

○貸与機器 ○貸与機器 ○貸与機器 ○貸与機器

緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機 緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機 緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機 緊急通報装置、携帯用ペンダント送信機

○利用者負担 ○利用者負担 ○利用者負担 ○利用者負担

無料 Ａ．生活保護法による被保護世帯　　なし 無料 無料

ただし、通話料、乾電池代は自己負担 （単給世帯を含む。） ただし、通話料、乾電池代は自己負担 ただし、通話料、乾電池代は自己負担

Ｂ．Ａ階層以外の世帯　３１５円／月

Ａ，Ｂとも通話料、乾電池代は自己負担

○委託先　熊本安全センター（株） ○委託先　（株）キューネット ○委託先　熊本安全センター（株） ○委託先　熊本安全センター（株）

　　　　　（株）キューネット 　　　　　（株）キューネット

○委託料　８，５７０，１００円 ○委託料　１，０３９，８１５円 ○委託料　２，０３６，７９０円 ○委託料　６，０８０，１５９円

○利用台数（Ｈ１４年度） ○利用台数（Ｈ１４年度） ○利用台数（Ｈ１４年度） ○利用台数（Ｈ１４年度）

２５８台 ３０台 ３８台 １４３台

内容

高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努めることにより、地域における高齢者等の体制日を図る。

○対象者　高齢者等 ○　高齢者等 ○対象者　高齢者等 ○　高齢者等

○委託先　　　菊池市社会福祉協議会 ○委託先　　　七城町社会福祉協議会 　　旭志村社会福祉協議会が実施 　　泗水町社会福祉協議会が実施

○相談内容 ○相談内容 ○相談内容 ○相談内容

・心配ごと相談・・・民生委員 ・心配ごと相談・・・民生委員、人権擁護員 ・心配ごと相談・・・民生委員、人権擁護員 ・心配ごと相談・・・民生委員、人権擁護員

○利用者負担　　無料 ・法律相談・・・・・弁護士 ○利用者負担　　無料 ・法律相談・・・・・弁護士

○委託料　３８７，０００円 ・心の相談・・・・・精神専門医 ○相談件数　１件／年 ○利用者負担　　無料

○相談件数　１２９件／年 ○利用者負担　　無料 ○相談件数　１２５件／年

○委託料　３９４，４００円

○相談件数　２９件／年

・七城町の例により、
平成１７年度から実施
する。高齢者地域支援体

制整備・評価事業

・現行のまま新市に引
き継ぐ。
・利用者負担について
は、平成１７年度から
無料とする。ただし、
通話料、消耗品等は利
用者負担とする。

緊急通報体制等整
備事業

旭志村

協 議 項 目

七城町

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い 　その他の介護予防・生活支援事業関 係 項 目

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

泗水町
調整の具体的内容

菊池北部四市町村合併協議会

現 況

菊池市

調 整 の 内 容

市 町 村 名



内容

要援護老人及びひとり暮らし老人に対し、日常生活用具を給付し又は、貸与し日常生活の便宜と福祉の向上を図る。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人等 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人等 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人等 おおむね６５歳以上のひとり暮らし老人等

○対象物品 ○対象物品 ○対象物品 ○対象物品

・給付：電磁調理器、火災報知器、自動消火器 ・給付：電磁調理器、火災報知器、自動消火器 ・給付：電磁調理器、火災報知器、自動消火器 ・給付：電磁調理器、火災報知器、自動消火器

・貸与：老人用電話 ・貸与：老人用電話 ・貸与：老人用電話

○実績（平成１４年度） ○実績（平成１４年度） ○実績（平成１４年度） ○実績（平成１４年度）

給付：自動消火器　　２件 ０件 ０件 貸与：老人用電話　　１件

○利用者負担

Ａ　生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）　０円

Ｂ　生計中心者が前年所得税非課税世帯　０円

Ｃ　生計中心者が前年所得税課税年額が１０，０００円以下の世帯　１６，３００円

Ｄ　生計中心者が前年所得税課税年額が１０，００１円以上３０，０００円以下の世帯　２８，４００円

Ｅ　生計中心者が前年所得税課税年額が３０，００１円以上８０，０００円以下の世帯　４２，８００円

Ｆ　生計中心者が前年所得税課税年額が８０，００１円以上１４０，０００円以下の世帯　５２，０００円

Ｇ　生計中心者が前年所得税課税年額が１４０，００１円以上の世帯　全額

内容

高齢者等の日常生活の利便を図るための、住宅の居室・浴室・洗面所・台所・便所・玄関・廊下等のバリアフリー化のための改善工事への助成事業。

○対象者 ○対象者 ○対象者 ○対象者

・４月１日現在で６５歳以上で介護保険の

要介護認定者 同左 同左 同左

・４月１日現在で６５歳未満で身体障害者

手帳１～２級

・４月１日現在で６５歳未満で療育手帳

Ａ１～Ａ２級

・世帯の生計中心者の前年の所得税課税

年額が１４万円世帯に属する者

○補助基準額　７０万円 ○補助基準額　３０万円 ○補助基準額　７０万円 ○補助基準額　７０万円

○基準額 ○基準額 ○基準額 ○基準額

生活保護法による被保護世帯 生活保護法による被保護世帯 生活保護法による被保護世帯 生活保護法による被保護世帯

当該年度分の市町村民税世帯 当該年度分の市町村民税世帯 当該年度分の市町村民税世帯 当該年度分の市町村民税世帯

非課税 非課税 非課税 非課税

Ａ・Ｂ階層を除き、生活中心 Ａ・Ｂ階層を除き、前年市町 Ａ・Ｂ階層を除き、生活中心 Ａ・Ｂ階層を除き、生活中心

者の前年所得税年額が１４万 村民税均等割のみを納める世 者の前年所得税年額が１４万 者の前年所得税年額が１４万

円以下の世帯 帯 円以下の世帯 円以下の世帯

菊池市

現 況

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

市 町 村 名

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

協 議 項 目

七城町

　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

調 整 の 内 容

関 係 項 目

・菊池市、旭志村、
泗水町の例により、
合併時に統一する。

菊池北部四市町村合併協議会

泗水町

高齢者等住宅改修
支援事業

調整の具体的内容
旭志村

　その他の介護予防・生活支援事業

Ａ ３分の３

日常生活用具給付
事業

３分の３ Ａ ３分の３Ａ Ａ ３分の３

Ｂ ３分の３ Ｂ ３分の３ Ｂ ３分の３ Ｂ

・菊池市、旭志村、
泗水町の例により、
合併時に統一する。

３分の３

Ｃ ３分の２ Ｃ ３分の２ Ｃ ３分の２ Ｃ ３分の２



○名称 ○名称
菊池市養護老人ホーム「ふじのわ荘」 該当なし 該当なし 泗水町養護老人ホーム「こすもす荘」

（昭和５１年４月開設） （昭和４０年４月開設）
○所在地 ○所在地
菊池市大字亘９１番地 泗水町大字吉冨２９００番地

○職員体制 ○職員体制
・施設長　　１名 ・施設長　　１名
・指導員　　１名 ・指導員　　１名
・事務職員　１名 ・事務職員　１名
・看護師　　１名 ・看護師　　１名
・介護士　　１名 ・介護士　　６名（内１名は嘱託）
・栄養士　　１名 ・栄養士　　１名
○入所人員　　定員５０名 ・調理員　　５名（内３名は嘱託）
○入所者数（平成１５年４月１日） ○入所人員　　定員５０名

４７名 ○入所者数（平成１５年４月１日）
○敷地面積　４，８５５．５３㎡ ５０名
○建物面積　１，１８６．２５㎡ ○敷地面積　８，８２９．９６㎡
○鉄筋コンクリート平屋建 ○建物面積　１，８０９．１５㎡

○鉄筋コンクリート平屋建
○夜間等の管理体制
ＰＭ５：００～ＡＭ８：３０まで２名常駐 ○夜間等の管理体制
（緊急時連絡体制　有） 職員１名、当直（パート）１名の２名で対応

ＰＭ５：００～ＡＭ８：３０まで２名常駐
（緊急時連絡体制　有）

○目的
６５歳以上の者であって、身体、精神上又
は環境上の理由及び経済的な理由により、
居宅での生活が困難な者を入所させること
で高齢者の生活を保障し、福祉の増進を図 同左 同左 同左
る。

○対象者
身体等や生活環境上等の理由の要件を満た
す高齢者で、入所判定審査により認めら
れた者

○利用者負担
本人及び扶養義務者から国の定める費用徴
収基準により徴収

○施設
養護老人ホーム

○措置者数（Ｈ１６．６．１現在） ○措置者数（Ｈ１６．６．１現在） ○措置者数（Ｈ１６．６．１現在） ○措置者数（Ｈ１６．６．１現在）
・ふじのわ荘　　３０人 ・ふじのわ荘　　１人 ・ふじのわ荘　　４人 ・ふじのわ荘　　３人
・こすもす荘　　　２人 ・こすもす荘　　１人 ・こすもす荘　　４人 ・こすもす荘　１１人
・清楽園　　　　　１人 ・寿楽荘　　　　１人 ・寿楽荘　　　　１人 ・すぎなみ園　　２人
　　　計　　　　３５人 　　　計　　　　３人 　　　計　　　　９人 ・清楽園　　　　１人

　　　計　　　１７人

・現行のまま新市に
引き継ぐ。

・現行のまま新市に
引き継ぐ。

市 町 村 名

老人ホーム入所措
置事務

養護老人ホーム

市
　
　
　
　
町
　
　
　
　
村
　
　
　
　
別
　
　
　
　
内
　
　
　
　
容

七城町 泗水町

調 整 の 内 容

関 係 項 目協 議 項 目　　各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い

３．養護老人ホーム及び老人ホーム入所措置事務については、現行のまま新市に引き継ぐ。

菊池北部四市町村合併協議会

菊池市

現 況

菊 池 北 部 四 市 町 村 合 併 協 議 会 協 議 事 項 調 整 内 容

調整の具体的内容

　　　　　老人ホーム関係

旭志村



事業の種類 事　　業　　名 菊池市 七城町 旭志村 泗水町 新市

軽度生活援助事業 ○ ○ ○ ○

住宅改修支援事業（理由書作成） ○ ○ ○ ○ ○

転倒骨折予防教室 ○ ○ ○ ○ ○

アクティビティ・痴呆介護教室 ○ ○

高齢者食生活改善事業 ○ ○

生きがい活動支援通所事業 ○ ○ ○ ○ ○

生活管理指導事業（指導員派遣事業） ○ ○ ○

生活管理指導事業（短期宿泊） ○ ○ ○ ○ ○

食の自立支援事業 ○ ○ ○ ○

家族介護教室 ○ ○ ○ ○

介護用品の支給 ○ ○ ○

家族介護慰労事業 ○ ○ ○ ○

高齢者実態把握事業 ○ ○ ○ ○ ○

介護予防プラン作成事業 ○ ○ ○ ○ ○

在宅介護支援センター ○ ○ ○ ○ ○

緊急通報体制等整備事業 ○ ○ ○ ○ ○

高齢者地域支援体制整備・評価事業 ○ ○ ○

日常生活用具給付等事業 ○ ○ ○ ○ ○

該　当　事　業　数　　 15 15 12 14 18

介 護 予 防 ・ 地 域 支 え 合 い 事 業 一 覧 表

その他の介護予
防・生活支援事業

介護予防・生きがい
活動支援事業

家族介護支援事業

高齢者等の生活支
援事業

在宅介護支援事業



 

参考資料 各種福祉制度（高齢者福祉）の取扱い 先進地事例 

○宇城西部五町合併協議会（Ｈ１７．１．１５合併予定） 

調整内容 

○高齢者等の生活支援事業 

・軽度生活援助事業については、小川町の例により、合併までに調整する。なお、事業内容は生活管理指導員派遣事業との調整を図る。 

・住宅改造事業については、豊野町の例により新市に引き継ぐ。 

・住宅改修支援事業（理由書助成分）については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

○介護予防・生きがい活動支援事業 

・生きがい活動支援通所事業について、対象者については、不知火町、松橋町の例により、利用者負担金については、委託料の１割程度に、委託料は介護保険の経費を基に、 

 送迎については委託料に含めるものとし、合併までに調整する。 

・生活管理指導事業（指導員派遣）については、新市に引き継ぐものとする。ただし、対象者については、不知火町及び松橋町の例により、利用者負担金については、豊能町 

 の例により、また委託料については介護保険の生活援助の単価を適用することとする。 

・生活管理指導事業（短期宿泊）については、松橋町の例により新市に引き継ぐ。 

・配食サービスについて、対象者については、松橋町・小川町の例により、利用料は１食当たり３００円とする。実施回数については、合併までに調整する。 

・アクティビティ・痴呆介護教室、地域住民グループ支援事業については、小川町の例により新市に引き継ぐ。 

○家族介護支援事業 

・家族介護教室については、新市において調整する。 

・介護用品支給対象事業について、対象者は、在宅の介護保険要介護３～５と判定された、常時おむつを必要としている高齢者を介護している者とする。助成額は、年額 

 ３０，０００円を限度とする。 

・家族介護慰労事業については、国補助制度が同一につき、松橋町、小川町の例により新市に引き継ぐ。 

・高齢者地域支援体制整備・評価事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

○緊急通報体制整備事業 

・緊急通報システムについては、不知火町、豊野町の例により新市に引き継ぐものとし、併せて委託を検討する。 

○老人日常生活用具給付については、制度が同一につき、現行のまま新市に引き継ぐ。 

○痴呆予防・介護事業については、新市において調整する。 

○在宅介護支援センター運営については、新市において調整する。 

○養護老人ホームについては、制度が同一につき、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 ただし、入所判定会議については、新市において調整する。 

○老人ホーム松寿園については、国制度に基づき現行のまま新市に引き継ぐ。 

 

 

 

 

 



○菊池南部四町合併協議会（Ｈ１７．２．２８合併予定） 

調整内容 

○高齢者等の生活支援事業については、次のとおりとする。ただし、①・②・③の事業については、平成１６年度までは旧町の例による。 

・軽度生活援助事業については、西合志町の例により平成１７年度から実施する。利用料・委託料については、国の参考単価程度とする。 

・住宅改修支援事業については、４町に相違がないので、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

○介護予防・生きがい活動支援事業については、次のとおりとする。 

 ただし、①・③・④・⑤の事業については、平成１６年度までは旧町の例による。 

・介護予防事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、合併後３年を目途に見直し調整する。 

 事業ごとの調整内容については、転倒骨折予防教室は、大津町・菊陽町の例、アクティビティ・痴呆介護教室は、大津町の例により平成１７年度から実施し、地域住民グル

ープ支援事業は、菊陽町の例により平成１７年度から統一する。 

・生きがい活動支援事業通所事業の生きがい対応型デイサービスについては、事業内容に相違があるので、平成１７年度から「調整の具体内容」のとおり統一する。 

 ふれあいミニデイサービスについては、大津町の例により平成１７年度から実施する。ただし、合併後３年を目途に見直し調整する。 

・生活管理指導員派遣事業については、菊陽町の例により平成１７年度から統一する。利用料・委託料については、介護保険の身体介護の報酬単価を基準として統一する。 

・生活管理指導短期宿泊事業については、委託先が特養の場合は菊陽町、養護の場合は大津町の例により平成１７年度から統一する。 

・「食」の自立支援事業（配食サービス）については、現行のとおり新市に引き継ぐ。ただし、社会福祉協議会委託分については、合併後３年を目途に見直し調整する。 

○家族介護支援事業については、次のとおりとする。 

 ただし、②・③・④の事業については、平成１６年度までは旧町の例による。 

・家族介護教室については、４町に相違がないので、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

・介護用品の支給については、事業の内容に相違があるので、平成１７年度から「調整の具体的内容」のとおり統一する。 

・家族介護慰労事業については、事業の内容に相違があので、平成１７年度から「調整の具体的内容」のとおり統一する。なお、障害者関係については、別途協議する。 

○在宅介護支援事業については、次のとおりとする。 

・基幹型在宅介護支援センターについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

・地域型在宅介護支援センターについては、事業の内容に相違があるので、平成１７年度から「調整の具体的内容」のとおり統一する。ただし、平成１６年度までは旧町の例

による。 

○緊急通報体制等整備事業については、大津町・菊陽町・合志町の例により平成１７年度から統一する。ただし、平成１６年度までは旧町の例による。 

○高齢者地域支援体制整備事業については、菊陽町の例により平成１７年度から統一する。 

ただし、平成１６年度までは旧町の例による。なお、弁護士に係る相談等については、別途協議する。 

○その他の介護予防・生活支援事業については、次のとおりとする。 

・老人等日常生活用具給付事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

・高齢者実態把握事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

・住宅改造助成事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

○老人ホーム入所措置事務については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

○大津町老人ホームについては、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

 

 




